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Ⅰ　はじめに

　韓国の高齢化社会への突入は、2000年（7.2%）

となり日本より遅れたが、高齢化率は2026年で

20.8%となり、超高齢社会になることが予想され

ており（統計庁、2012）、高齢化は世界に例を見

ないスピードで進行している。しかし、韓国では

家族が責任をもって老親を扶養するという伝統文

化が人々の中に根差しており、政府は福祉インフ

ラ整備を後回しにしてきた（金、2005）。一方、

1960年代からスタートした二人っ子政策の成果と

家族類型が変化することにより高齢者の単身世帯

と夫婦のみ世帯が増加し、平均寿命の延びと相ま

って老親の介護問題が浮上するようになった。国

民皆年金の施行が遅れたことにより、高齢者世帯

の経済格差が大きく、経済的に自立困難な高齢者

の割合が高いことが社会問題になっている。

　このような状況の中で、2000年の日本の介護保

険制度の施行の影響などにより、専門家、政府、与・

野党の政策決定者の間に高齢者の介護に関する危

機意識や課題解決への意欲が高まり、老人長期療

養保険法（以下、介護保険法と称する）が2008年

7月に施行され（金、2009）、5年が経過した。介

護保険法では、措置制度のもとで行われていた高

齢者の介護を契約原理に基づき介護を受ける権利

を普遍化し、同法が家族による介護から介護の社

会化への進展に果たした役割は大きい。しかし、

介護保険によるサービス受給者（要介護認定者）

は242,549人（2013年、4月）で高齢者人口の5.8％
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にとどまり、国民年金も充実していない。そのた

め、家族による無償の介護労働と介護費用の負担

は大きくなっており、韓国の介護政策は依然とし

て家族主義レジームに近いと考えられる。一方、

韓国の介護保険法が家族介護者支援にどの程度効

果があるかを福祉レジーム類型との関連で検討し

た研究は皆無に近い。要介護高齢者が質の高い介

護サービスを受けながら在宅で生活を続けるため

には、家族介護者の負担を軽減することが重要で

あり、国と家族の役割分担をどのようにしていく

べきかに関しては、韓国のみならず韓国の介護保

険法施行に貢献した日本にとっても重要な課題で

ある。

　そこで、本稿では、家族主義レジームによる介

護費用と介護労働の社会化・家族化と照らし合わ

せながら、まず、福祉レジーム類型と韓国の介護

保険法施行の政策決定過程の是非をめぐる論議に

ついて概観する。次に、介護保険法システムの構

成と現状について示し、後に韓国の高齢者の世帯

構成と経済状況を概観する。最後に、要介護高齢

者の家族介護者への支援策とその効果を明らかに

するために、家族介護者の介護負担に対して介護

費用と介護労働の諸変数が関連しているかを示

す。

Ⅱ　「福祉レジーム」類型と介護保険法
施行の政策決定過程　　　　　

　1．福祉レジーム類型と家族主義（familialism）

　　 レジーム

　高齢者のニード充足のためのサービス供給主体

には、国家、市場と家族などがあり、誰がどの程

度まで責任を担うべきかに関する議論は、社会文

化的な伝統や慣習と社会政策の歴史などにより支

配されてきた福祉イデオロギーによって異なる。

しかし、少子高齢化が進んだ国と急速に進行中の

国では、国民の国に対する高齢者ニードの担い手

としての役割期待が高く、韓国も例外ではない。

　Esping-Andersen（1999=2000; Martin&Armando, 2004）

は、社会的リスクの主たる担い手の果たす役割の

組み合わせや、リスクを回避するために用いるそ

の主体が国家、市場、または家族なのかによって

根本的に異なる原理が作用しているとし、福祉を

提供する際に用いる原理の違いに着目し、脱商品

化と社会階層化指標1）を用いた。Esping-Andersen

の福祉国家の3原理は、男性の状態を基準として

いるために、ジェンダーに基づく分業の側面が無

視され、脱商品の指標は商品化が困難な女性の実

態をとらえていないという批判がフェミニスト研

究者を中心にあった（Sainsubury 1999）。Esping-

Andersenもこの指摘を受け入れ（1999=2000:65）、

リスクを管理する源泉は国家に限定いているの

ではなく、現実には家族や市場の3者によって

リスクが共同で管理されているという福祉レジ

ームを提示し、日本の社会保障制度は全体とし

て「保守主義レジーム」に属しているとした。

　新川は、Esping-Andersenの脱家族化指標とシー

ロフの4種類を参考にし、脱商品化と脱家族化と

いう2軸により、社民主義レジーム論、保守主義

レジーム論、家族主義レジーム論、自由主義レジ

ーム論の4類型を提案し、日本は脱商品化と脱家

族化も低い家族主義レジームに分類されるとした

（2005;273、2011）。辻（2012:21-25）は、新川の

4類型の福祉レジームを踏襲し、ケア労働の家族

化・社会化軸と、ケア費用の家族化・社会化とい

う2軸によって、福祉レジームのケア政策を4つに

分類した。社民主義レジームでは、ケア労働とケ

ア費用の両方の社会化が進み、自由主義レジーム

では、市場を通じて安価なケアサービスを購入す

るためにケア労働の社会化が進み、家族ケアの費

用は給付されず、家族が負担する。保守主義レジ

ームでは、ケア労働は女性が担うことが想定され

るが、家族に対する手厚い給付があり、ケア費用

は社会化されている。家族主義レジームでは、ケ



－44－

海外社会保障研究　Autumn 2013　No. 184

ア労働とケア費用をともに家族が負担するのであ

る。

　Esping-Andersenの類型に依拠した韓国の福祉類

型には、IMF危機後の国家の責任の拡大（キム、

2001;武川、2006）、新自由主義的福祉改革（チェ、

2001）、新自由主義的労働市場改革と保守主義的

財政運営による所得平等が犠牲にされる自由主義

（ヤン、2006）、家族の介護費用と介護労働の負

担の家族主義レジーム（辻、2012;25）など多様

な視点が存在する。その理由としては、福祉類型

枠組みを韓国に適用することに起因する限界（イ、

2002）が指摘されている。

　一方、韓国の高齢者福祉支出は、2006年度か

ら2008年まで3年間の対国内総生産（GDP）比が

1.7%で、OECD平均の6.8%よりも低い（国民年

金統計年報、2012）。高齢者の貧困率は、韓国保

健社会研究院（2013）によると、3年間（2006～

2008年）の平均が45％であり、OECD（経済協力

開発機構）諸国の高齢者の平均貧困率の14%より

も3倍以上高い。高齢期に直面する問題は、2012

年の高齢者統計によると、「経済問題」と「健康

問題」がそれぞれ42％で（統計庁、2012）最も高

くなっており、高齢者の経済問題が深刻化してい

る。高齢者福祉予算が少ない要因として、高齢化

率が2011年で11.8％と経済先進諸国よりも低く、

子どもによる老親の経済的扶養や介護などが「福

祉の含み資産」と見なされるなど、社会経済的あ

るいは文化的な要因が結果として凝縮されている

ともいえる。介護保険法施行により介護サービス

が安価で利用できる仕組みであるが、70才以上の

高齢者は介護費用を負担する経済的能力が低いの

で、介護労働や介護費用は依然として子どもの役

割である。そのため、家族の介護負担は高いと考

えられる。女性の雇用率は、2011年のOECD諸国

の平均が65.7％、日本が60.3%、韓国が53.1%であ

り、この10年の間にほとんど変化がないのが現状

である。女性の就業の阻害要因は、雇用労働部に

よると、育児負担が46.4%で最も高く、社会的偏

見と慣行が21.4%である（統計庁、2012）。家族

に対する福祉供給の依存度が変化しない限り、今

後高齢者の割合が上昇すると、福祉供給主体とし

ての家族の果たす役割はますます大きくなり、家

注：新川の福祉レジーム2軸の脱商品化と脱家族化（2009:34）と、辻のケア政策の2軸のケ
ア費用とケア労働（2012:24-25）に基づき筆者が作成した。

図1　福祉レジームの介護の社会化・家族化と介護負担感
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族の介護負担も高くなるものと考えられる。

　今後、国民年金が充実し、介護費用の社会化が

進み、高齢者本人が老後の生活費と介護費用を賄

うことが可能であれば、介護労働が社会化され、

家族の介護負担が低くなり、介護政策が社民主義

レジームに近づくと考えられる。

　以上のように、高齢者の介護政策を考える際、

どのような福祉類型が適切であるかに関しては、

福祉類型が固まっておらず多様な類型が存在して

いる。そこで、本稿では、新川（2009）の2軸に

基づき政策を類型した辻（2012）の家族主義レジ

ームに基づき議論を進めていく。新川の2軸を踏

襲した辻（2012）の2軸の介護費用の社会化・家

族化と介護労働の社会化・家族化という福祉レジ

ームの4類型に依拠して介護政策レジームを示す

と、次の図の通りである。後発福祉国家である韓

国は、伝統的に高齢者のニード充足の役割が子ど

もの義務（children's obligation）として民法と社

会的環境により支持されており、介護費用の社会

化と介護労働の社会化は思った以上に進んでいな

いので、家族主義レジームの2つの軸が家族介護

者の介護負担を規定すると仮定し、分析を進める。

　2．介護保険法施行の導入をめぐる政策決定

　　 過程の論議2）

　韓国では、1997年のIMF危機以降、新自由主義

政策の導入とともに高齢者の経済的扶養と介護の

充実が進められたという側面がある。介護保険法

施行は、これまでの措置制度のもとでは、中間階

層のための介護サービスがない状態で行われてい

た高齢者介護を、契約原理に基づき介護を受ける

権利を普遍化するという全く新しい制度である。

そのため、介護保険制度のモデル事業実施や具体

的な内容の検討が始まると、与・野党の政治家を

はじめとする政策決定者、政府関係者、専門家、

市民や利害関係者、専門家などの間で介護保険法

導入の是非をめぐる意見対立が鮮明となった。

　介護保険法の導入の是非をめぐる政策決定過程

において、与・野党の政治家の政策決定者、大韓

老人会が、介護保険法が速やかに施行されるため

に果たした役割は大きい。当時の与党であるヨル

リンウリ党は、介護保険法の導入を大統領の政策

公約にしたこともあり、政府の意見とほとんど一

致しており、介護保険制度の早期導入に積極的に

賛成した。ジャン・ヒャンスク議員は、介護の社

会化は、社会と政府の連帯により可能であると述

べた（保健福祉委員会会議記録、2006.9.18）。介

護サービスの提供は、政府、民間の非営利組織と

営利組織を含む社会全体で行う福祉ミックスの観

点が必要であることを意味するだろう。

　一方、野党のハンナラ党は、2006年6月の地方

選挙を目前に大韓老人会を訪問した時、大韓老人

会からの介護保険法の早期実施のための法案成立

の要求を受け入れた（福祉タイム、2006.5.30）。

しかし、財政問題、福祉インフラ整備などについ

ては、介護保険モデル事業の予算の6億ウォン削

減を要求した。すなわち、介護費用と介護労働の

社会化の程度が低いことが推察される。

　大韓老人会は、家族の介護機能が弱くなってお

り、介護ニードがあっても介護を受けることがで

きない高齢者が多いことを指摘し、介護保険法が

未整備であっても予定通り施行できるように与・

野党の政治家に積極的に圧力をかけた。とくに、

2006年6月に地方選挙があり、高齢者の投票を意

識した与・野党の政治家は大韓老人会の介護保険

制度の早期実施に関する要求を受け入れた。（福

祉タイム、2006.5.30）。

　市民団体と利害関係者は、介護保険法の必要性

について意見が一致していたが、介護保険法の早

期施行については慎重論が相次いだ。経済正義実

践市民連合は、介護保険によるサービス対象者

を高齢者の5%未満に限定するのは介護保険制度

の趣旨に反すると指摘した（2006.2.9）。すなわ

ち、介護の社会化は必要であるが、介護労働の社
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会化が低水準であることを問題にした。参与連帯

は、高齢者の中で介護ニードがある者が8％であ

るが、サービス対象者が2008年に1.7%、2010年

に3%であり、64歳以下の障害者が給付対象から

除外されていることを指摘した（保健福祉委員会

会議記録、2006.10.24）。「長期療養制度の争奪の

ためのヨン大会」では（健康セサンネットワーク、

2006.11.30）、高所得者の経済的負担は軽減される

が、低所得者の負担は現在の軽費療養施設の自己

負担と同額であり、自己負担額を日本と同じく10

％に軽減し、国の負担を増やす必要があると主張

した。

　介護保険法の導入の是非をめぐる議論では、福

祉インフラ整備、給付対象と介護費用が中心にな

っており、在宅サービスと施設サービスの質の保

障の考え方が明確でないこと、特に、高齢者の経

済格差が深刻であるが、介護費用の負担の役割が

明らかにされていない。

Ⅲ　介護保険法システムの現状

　1．保険者、被保険者と財政構成

　介護保険の保険者は、保険制度の一元化及び制

度運営の合理化を図るために国民健康保険公団と

なっている。その理由として、市町村レベルの自

治体の経済格差が大きいので自治体が保険者の役

割を担うことが困難であることが挙げられる。被

保険者は、国民健康保険の加入者（第7条第3項）、

すなわち20歳以上の者から構成されている。介護

給付の対象者は、65歳以上の高齢者と65歳未満の

認知症・脳血管性疾患など老人性疾病を有する者

であり、65歳未満の者は介護保険料のみ払う仕組

みになっている。

　介護保険財政の構成は、国が毎年当該年度の介

護保険料の20％を負担し、自治体が介護給付費、

医師所見書、訪問看護指示書に関する費用を負担

する。介護保険料が50%、自己負担割合は、在宅

サービス利用者が15%、施設利用者が20%である。

生活保護受給者（国民基礎生活保障の受給者）の

自己負担は、全額公費で賄うが、その費用は国が

80%、自治体が20%を負担する。低所得者の自己

負担額は、本人が50%、残りの50%は国と自治体

がそれぞれ負担する。ただし、ソウル市は、2013

年から7月から低所得者の在宅・施設サービスの

自己負担額を無料とし（福祉ロ、2013.7.2）、低所

得者の保険料負担あってサービス利用なしという

構造的対立から脱却し、要介護者のニードに見合

ったサービス利用が可能となった。

　介護保険料は、国民健康保険料の10%以下で徴

収するように規定されており、次の表で示した通

り、2011年で6.55%となり、介護保険料は4年間

の間に1.5割以上上昇した。介護保険予算がGDP

に占める比率は、2009年で0.19%から2011年で

0.26%に上昇したが、その比率が非常に低い。介

護保険財政の推移について、現在まで介護給付費

が介護保険の収入よりも低い。2008年度は在宅給

表1　保険料、保険予算、保険の収入と支出の推移
（単位：100万ウォン） （単位：ウォン、1000万ウォン）

2008（7~12月） 2009 2010 2011
介護保険料（健康保険に対する割合） 4.05% 4.78% 6.55%
介護保険料（ウォン） 2,700 3,114 5,069
介護保険予算／対GDP比（%） 0.07 0.19 0.26 0.26
　　　　　　　収入 合計 868,975 2,084,929 2,877,741 3,263,145
　　　　　　　支出 合計 554,901 1,908,463 2,589,135 2,787,757

在宅 165,136 986,677 1,375,351 1,375,543
施設 262,858 754,498 1,033,623 1,221,075

資料：国民健康保険公団、各年度『老人長期療養保険統計年報』
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付費が施設給付費よりも低いが、2011年度には在

宅給付費が施設給付費を上回っているが、在宅・

施設給付費は共に増加し続けている。

　2．サービス利用の手続き、要介護認定、介護

給付の内容と水準

　介護サービスの利用の手続きは（金、2008）、

①要介護認定を受けようとする介護保険被保険者

は公団支社の窓口に申請するが、その際には医師

の所見書が必要である。②調査員が家庭を訪問し

て調査を実施するが、調査員は原則的に公団の職

員であり、調査項目は、日常生活動作能力、認知

機能、行動変化、看護処置、リハビリ領域など5

領域の52項目である。③要介護認定の区分は、1

等級（日本の要介護5に当たる）、2等級（要介護4）

と3等級（要介護3）があり、等級外（非該当）と

なる。要介護認定委員会は、自治体の首長（市郡

区庁長）が委任した15人に医師又は漢方医師が含

まれる。④認定結果の通知書とともに標準ケアプ

ラン（公団の職員が一方的に作成）を送付する。

要介護認定に異議がある申請者は、処分がある日

から90日以内に申し立てが可能である。⑤サービ

ス利用は、要介護認定者や家族が介護事業所と契

約を締結することにより可能である（標準ケアプ

ランに従う必要はない）。

　要介護認定者の推移について、次の表2の通

り、2008年から2013年の間に、1等級が減少し、3

等級が大きく増加した。要介護認定の点数は、3

等級の最低点が2012年7月で55点から53点に下が

ったが、さらに2013年7月は51点に下がった。こ

れにより、新たに23,000人が介護給付の対象とな

る。要介護認定の非該当のAとBの認知症高齢者

は、認知症基準に基づきサービスが利用できる

ように制度を改正する予定である（保健福祉部、

2013.5）。1等級の減少は、要介護度が高い人が療

養病院（介護保険適用外）に入院していることと、

認定基準を厳しくしたことと関連している。3等

級の増加は、等級外の者の中で症状が悪化した者

の増加と、3等級の認定点数が下がったことなど

による。保健福祉部の長中期計画（保健福祉部、

2012.10）によると、2017年度まで介護給付対象

者が高齢者人口の7%に相当する50万人まで拡大

する予定である。

　介護給付の内容は、施設サービス、在宅サービ

ス、特別現金給付から構成されている（表3参照）。

在宅サービスの給付対象者は、1等級から3等級の

者であり、施設入所サービスは、1等級と2等級の

者に限定されているが、3等級の者は、認知症の

場合に限り要介護認定委員会の判断により施設入

所が可能である。

　韓国の在宅給付と施設給付の種類は日本よりも

少ないが、家族介護者には現金給付が含まれてい

る。現金給付には、特別現金給付の家族療養費、

特例療養費、療養病院付添費と、家族介護者が介

護ヘルパー（療養保護士）資格保有者の場合の現

金給付がある。家族療養費は、山村・離島など僻

　表2　要介護認定者及びサービス利用率の推移
（単位：人数、%）

2008.12月 2009.12月 2010.12月 2011.12月 2012.12月 2013.4月
要介護認定者 146,643 286,907 315,994 320,261 341,788 349,814
　1等級 40,090 40,038 46,994 42,611 38,262 37,011
　2等級 29,554 63,454 73,833 73,265 70,619 70,254
　3等級 51,882 143,425 195,167 204,385 232,907 242,549
認定率／高齢者人口 4.2% 5.4% 5.8% 5.7% 5.8%
サービス利用率／認定者 65.6 82 89.9 89.1 88.2

資料：国民健康保険公団、各年度『老人長期療養保険主要統計』
　　　―、2013.4『老人長期療養保険の等級判定結果現況（2013.4）』
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地の居住者がサービスを利用しない家族介護者に

月15万ウォンが支給される。介護ヘルパー資格保

有者の家族介護者には、現金給付（日本は市町村

との交渉によって限定的に導入されている）があ

り、家族の同・別居により介護給付額に格差があ

る（次の表参照）。介護保険法改正により、介護

ヘルパー資格保有者の家族介護者の介護給付は、

2011年8月から介護時間が1日90分から60分、月30

日から20日に（月160時間）変更された。ただし、

要介護者が認知症による不適切行為がある場合

と、介護者が要介護高齢者の配偶者の場合は例外

である。これらの改正の背景には、家族介護者へ

の現金給付費が訪問介護給付費に占める割合が、

2010年12月で49%であり、女性の社会参加への阻

害要因となっていることと、家族介護者の不正請

求を防止する狙いなどがある。介護保険法施行に

より、家族による介護労働の無償労働が有償労働

となり、保険財政の節約などの観点から介護ヘル

パー資格保有者の家族介護者には現金給付が選択

肢となった。家族介護者の地位に基づく社会保障

の権利が議論の対象にならなかったが、今後は介

護のために就労できない家族に対してそれらの権

利が検討課題となる必要がある。

　療養病院付添費とは、要介護者が老人専門病院

又は療養病院に入院する時、介護付添い費として

支給されるが、介護保険財政の確保などの理由で、

現在実施されていない。

　短期入所は、年に2回まで月15日間の利用が可

能である。在宅サービス利用者の中で、2013年3

月から月20日（1日8時間以上利用）以上のデイ

サービスの利用者は、在宅サービスの限度額の

150%まで在宅サービス利用が可能となった（健

康保険公団、2013.2）。在宅サービスの利用者の

2008年と2010年の推移をみると、訪問介護が7万

人から22.5万人に増加し、訪問入浴が2.4万人から

7.2万人に増加したが、デイサービスが1万人から

2.1万人と増加した（ソンウ、2012）。これらの改

正の背景には、在宅サービス理由者がデイサービ

ス利用よりも訪問介護の利用を好む傾向があり、

それらのサービス利用の格差を是正する必要があ

ったと考えられる。

　保険給付の利用限度額は、次の表の通り、1等

級の限度額が最も高く、次いで2等級、3等級の順

であり、在宅サービスよりも施設入所サービスの

利用限度額が高い。介護施設入所者の限度額は、

老人専門療養施設（特別養護老人ホームに当たる）

と老人療養共同施設（グループホームに当たる）

がともに高い。

表3　施設・在宅サービスの給付の種類

施設サービス 介護療養施設（老人療養、軽費療養、有料療養、老人専門療養、有料専門療養施設を統合）
老人療養共同生活家庭（グループホーム）

在宅サービス 訪問介護、訪問看護、訪問入浴、デイサービス、ショートステイ、福祉用具の貸与・購入
家族介護者への現金給付
特別現金給付 家族療養費：山村、離島等の僻地の在宅サービスにアクセスが困難な者、天災事変等よる、身体・

精神的状況による。月15万ウォン
特例療養費：介護給付施設ではない老人施設などで施設サービス在宅サービスを相当期間受給し
た場合
療養病院付添費：療養病院に入院した時の療養費用の一部分

現金給付
（ケアワーカー）

同居家族の介護者が介護ヘルパー資格保持者：月36万~87万ウォン
別居家族の介護者が介護ヘルパー資格保持者：月56万~87万ウォン

資格取得支援 職業能力開発口座制により、介護ヘルパーの資格取得に必要な費用の80%を政府が支援し、20%
は自己負担

注：老人療養共同生活家庭には、日本のグループホームに当たるが、認知症高齢者と身体的障害ある要介護高齢者の
入所が可能である。筆者が作成
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　介護保険法の施行により、介護サービス受給者

（利用者）数は、2012年4月で32.5万人となり高

齢者人口の5.7％である。介護サービスの受給者

が増加する中で、在宅サービスの利用者と施設入

所者がともに増加しており、2010年の在宅介護サ

ービスの受給者は26.6万人であり、介護施設入所

者が11.5万人である（国民健康保険公団、2011）。

　3．サービス事業所とケアワーカーの現状

　サービス事業所は、①老人福祉法に基づき老人

福祉施設（在宅老人福祉施設、老人療養施設、老

人療養共同生活家庭）として設置し介護保険上の

指定を受けた場合、②介護保険法に基づき一定の

条件を満たして在宅福祉事業所を設置し、所在地

の自治体の首長に申告して介護サービス事業所と

して指定を受ける場合がある（第2条4項、23条）。

　入所施設の推移をみると、2008年から2010年の

間に、グループホーム（老人療養共同生活家庭）

が422か所から1,346か所と増加した。指定在宅介

護サービス事業所として、訪問ヘルパー事業所

は、1,111か所から1,198か所、デイサービス事業

所が621か所から786か所、訪問入浴事業所が349

か所から2010年525か所、ショートステイが67か

所から217か所へと増加した。療養施設（特養）

が1,332か所（健康保険公団、2012）から2013年6

月現在で4,537か所（保健福祉部、2013）に増加

したが、国・自治体が設立した施設は110か所で

2.6%に過ぎない。2012年の韓国の療養施設の定

員は13万人だが、利用者は10万人である。ソウ

ル市の区立施設は、民間施設よりも介護の質が

高いなど介護環境が充実していることで、入所

待機者が500人を超えた施設もある（国民日報、

2013.6.13）。市場原理の導入により多くの民間企

業が介護市場に参入しており、総量として在宅サ

ービスと施設サービスのニードは充足されるよう

になった。しかし、介護事業所の設置は、申告制

であり、民間事業所は介護の質など介護環境が整

備されていないこともあり、介護の質の向上のた

めの方策が必要である。

　介護ヘルパー（療養保護士）資格は、2008年7

月に介護保険法施行とともに導入された国家資格

である。介護ヘルパー資格は、教育機関での受講

でのみ可能であったが、2010年から国家試験によ

り資格が取れるように変更された。介護ヘルパー

資格保有者は、3年半の間に約3倍に増加したが、

介護ヘルパーとして従事者は介護ヘルパー資格保

有者の1/4に過ぎない。それは、介護ヘルパーに

社会参加が可能な場所が限定されていること、家

表4　介護給付の利用限度額
（単位：ウォン）

等級 1等級 2等級 3等級
在宅サービス（月） 1,140,600 1,003,700 878,900
老人療養施設（日） 38,610 34,980 31,340
老人療養施設（ショートステイから転換）（日） 43,300 39,600 35,900
老人専門療養施設（日） 48,900 45,290 41,670
老人療養共同施設（日） 48,900 45,290 41,670

注：訪問介護、訪問看護、訪問入浴は、遠距離移動費用と、夜間は20％、土・日曜日は30％加算する。
　　国民健康公団の資料をもとに筆者が作成

表5　介護ヘルパー資格保持者及び従事者の推移

2008年 2009年 2010年 2011年 合計
介護ヘルパー資格保持者 339,197 353,001 291,685 79,989 1,063,812
介護従事者 70,477 182,674 237,709 246,000

資料：保健福祉部、2012、報道資料
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族が介護が必要になった時などの場合に備えるた

めであると考えられる。

　介護ヘルパーの報酬に関して、入所施設の平均

が月130万ウォン、訪問ヘルパーが1時間当たり平

均7千ウォンであり（飲食店の従業員が住み込み

で月220万ウォン）、他の産業の労働者によりも低

いのが現状である。政府は、介護ヘルパーの報酬

を今後5年以内に社会福祉施設の生活指導員の報

酬並み（月157万ウォン）に引き上げる方針を発

表した。2013年3月からホームヘルパーの処遇改

善費が新設され、1時間ごとに625ウォン加算され

るが、労働時間が月160時間以上の介護ヘルパー

は、月10万ウォンまで加算される（保健福祉部、

2012）。しかし、在宅サービスの利用限度額の改

正がないので、介護ヘルパーの報酬への直接の影

響はサービス利用者の利用時間に左右される。

Ⅳ　高齢者の居住形態と経済状況

　1．高齢者と要介護高齢者の居住形態

　韓国の家族は、教育のレベルアップと生活水準

の向上などにより、農村部の家族形態は都市部の

家族形態に収斂する傾向があるが、個人の多様化

はより顕著になった。また、全国的には核家族化

傾向とともに高齢者の単独世帯が増え、農村部で

は、とくに働き手の高齢化と高齢者のみの世帯が

目立つようになり（金、2003）、今後も大幅な増

加が見込まれている。

　高齢者の世帯構成について、保健福祉部による

と（2012）、2011年の高齢者の「夫婦のみ」世帯

は48.5％で最も多く、子どもと同居世帯は27.3%、

単独世帯は19.6%となっている。高齢者夫婦世帯

と単独世帯が急増している背景には、人口高齢化

による年齢構成の変化により、子どもの巣立ちに

よる「夫婦のみ」，配偶者との死・離別による「一

人暮らし」世帯へと順次変化していくパターンが

考えられる。それとともに、高齢者と既婚子の互

いのプライバシーを尊重し、それぞれの役割を果

たすことが可能であれば、高齢者は既婚子と同居

による利益を犠牲にしても別居を選択するだろう

（金、2005）。単独高齢世帯と高齢者のみ世帯の

増加は、社会的孤立のリスクを高めているといえ

る。高齢者が既婚子と同居する理由について、保

健福祉部によると（2012）、「同居は当たり前」が

28%で最も多く、次いで「家事や孫の世話のため」

が22％、「経済的困難」が21%、「子どもの経済的

困難」が13%を占めている。老親の既婚子との同

居の背景には、伝統的な考えと親子の経済的状況

が関連していることが推察される。

　要介護高齢者の介護の担い手は、保健福祉部

（2012）によると、「夫婦のみ世帯」と「子ども

と同居世帯」は7割以上が家族による介護労働で

あり、外部資源による介護サービス利用はわずか

1割未満で非常に低い。「単独世帯」の要介護高齢

者は、家族による介護が4割強であり、外部資源

による介護サービス利用が3割弱を占めている。

「単独世帯」は、「夫婦のみ世帯」と「子どもと

同居世帯」に比べると、外部資源の利用が非常に

表6　2011年度高齢者世帯に占める要介護高齢者世帯、介護の担い手

2008年 2011年 2011年 介護の担い手
要介護高齢者* 家族 介護ヘルパー 家族+介護ヘルパー その他 合計

単独世帯 19.7（2,127） 19.6（2,094） 20.0 47.5 34.1 7.6 10.7 100（248）
夫婦のみ世帯 47.1（5,086） 48.5（5,172） 37.3 76.2 6.0 16.0 1.7 100（463）
子どもと同居 27.6（2,980） 27.3（2,916） 38.8 79.8 6.2 13.4 0.6 100（471）
その他 5.6（ 605） 4.6（ 492） 4.8 68.3 10.0 10.0 11.7 100（ 60）

注：要介護高齢者世帯は、2011年老人実態調査による。要介護高齢者の比率は筆者が作成
資料：保健福祉部・韓国保健研究院、2012『老人実態調査（2008年と2011年）』
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高いことが明らかにされた。

　2．高齢者と要介護高齢者の経済状態

　高齢者は子どもに依存せず、経済的にどの程度

自立が可能であろうか。高齢者に介護ニードがあ

る時、自分自身の所得で介護サービスの購入は可

能だろうか。

　高齢者人口に占める公的年金の受給者は、2005

年の16.1％から2011年の31.8%へと増加した（統

計庁、2012）。国民年金受給額は、20万ウォン以

上が18%（160万人）、20万ウォン未満が12%（74

万人）を占めている（朝鮮日報、2013.1.29）。国

民年金受給者の割合が低いのは、国民皆年金施行

が1997年であり、20年間年金保険料を納めた者（現

在は10年）に年金受給資格があることと関連があ

る。政府は、生活が困難で年金収入がない高齢者

に年金を支給する目的で、基礎老齢年金法を2007

年に制定、2008年に施行した。基礎老齢年金の受

給者の高齢者に占める割合は、2008年の57.3%か

ら2011年の67.0%へと増加し、2012年の上限額は、

単独世帯が月94,600ウォン、夫婦世帯が月151,400

ウォンである（国民年金管理公団、2012）。いず

れにせよ、月20万ウォン未満の年金では自立した

生活が困難であり、介護が必要になっても介護サ

ービス利用を諦めるか、または介護費用や介護労

働を子どもに依存するという介護政策の家族主義

レジームに近い状態になっている。

　高齢者の世帯構成別主観的生活状態をみると

（保健福祉部、2012）、単独世帯の「非常に低い・

低い」が6割以上で最も多く、「夫婦のみ世帯」と

「子どもと同居世帯」も主観的生活状態が低い者

が5割を占め、主観的生活状態が良い者が1割弱で

あることが示された。

　高齢者の生活保護受給者（国民基礎生活保障

受給者）は、2011年378,000人であり、それらが

生活保護受給者に占める割合が27.4％、男性高齢

者が4.5％、女性高齢者が8.2％であり（統計庁、

2012）、高齢者の男女の貧困格差があることが示

された。

　扶養義務者に関して、1961年制定された生活保

護法の1982年改正の民法上の扶養義務者の扶養

範囲は、8親等以内の父系血族、4親等以内の母

系血族、夫の4親等以内の母系血族、妻の父母と

配偶者とした（金、2003）。1990年の改正の民法

上の扶養義務者の扶養範囲は、直系血族及び配偶

者、そのため生計を共にする4親等以内の親戚と

なり、男女の平等の観点から民法の改正が行われ

た。1995年の改正の民法上の扶養義務者の扶養範

囲は、直系血族と配偶者、生計を共にする兄弟姉

妹及び親族（2親等以内の血族、既婚の娘）に限

表7　高齢者の主観的生活状態

非常に低い 低い 普通 高い 非常に高い 合計
単独世帯 20.9 44.4 32.4 2.2 0.1 100.0（2,086）
夫婦のみ世帯 7 34.6 51.1 6.9 0.4 100.0（5,120）
子どもと同居世帯 8.1 32.9 52.4 6.5 0.1 100.0（2,847）

資料：保健福祉部、2012『高齢者実態調査2011』

表8　高齢者世帯の生活費の主な負担者

本人 配偶者 子ども 政府・社会団体 その他 合計
単独世帯 34 0.5 47.4 17.2 0.9 100.0（2,094）
夫婦のみ世帯 42.2 28.4 23.4 5.6 0.5 100.0（5,173）
子どもと同居世帯 22.4 10.2 64.1 3.3 0.1 100.0（2,917）

資料：保健福祉部、2012『高齢者実態調査2011』
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定された。2004年の改正の民法上の扶養義務者の

扶養範囲（2007年から実施）は、1親等直系血族

者及びその配偶者に限定され、扶養義務者の扶養

義務の範囲が身内に限定されるようになった。さ

らに、2014年10月から4人家族世帯を基準に、世

帯収入が440万ウォン以上の世帯は、別居家族の1

人を扶養するようになり（福祉ロ、2013.7.2）、絶

えず問題になっている扶養義務の範囲が非常に狭

くなり、低所得の子どもがいる低所得の老親は、

生活保護により基礎的な生活が保障されるように

なる。

　高齢者の生活費の主な負担者について、保健福

祉部によると（2012）、「子どもと同居世帯」と「単

独世帯」では、それぞれ子どもが6割弱と4割強で

最も多く、「夫婦のみ世帯」では夫婦が7割で最も

多い。子どもと同居している高齢者は、生活費を

子どもに依存している傾向があり、夫婦のみ世帯

では夫婦で生活費を解決している傾向がある。

Ⅵ　家族介護者への支援策とその効果3）

　1．仮説と研究の方法

　以下では、介護保険法施行と要介護高齢者の家

族介護者への支援策とその効果を検討するため

に、家族介護者の介護負担を被説明変数とし、説

明変数として、介護費用と介護労働に関連する諸

変数を用いる。使用するデータは、2010年にソウ

ル市から車で1時間程度の地域であるアンヤン市

など4地域に居住している要介護高齢者の家族介

護者を対象に回答を得た993ケースを用いて検証

する。このデータは、科学研究費助成金の「在宅

要介護高齢者の看取りケアと地域ネットワーク・

サポートの日韓国際比較研究」の一部分の成果に

よるものである。

　家族介護者は、介護費用の負担と介護労働の役

割が社会化されると、介護負担が低くなるだろう

か。先行研究に基づき、介護費用と介護負担に関

しては、1）要介護高齢者の収入が高い家族介護

者は介護負担が低い、2）家族介護者の世帯収入

が高い家族介護者は介護負担が低い、3）介護費

用を要介護高齢者の子どもが負担すると家族介護

者の介護負担が高い、という3点の仮説を中心に

検討する。介護労働と介護負担に関しては、4）

要介護状態区分支給限度額まで介護サービスを利

用していると家族介護者の介護負担が低い、5）

家族介護者が主に行っている介護の種類が多いと

家族介護者の介護負担が高い、6）介護サービス

の利用が多いと家族介護者の介護負担が低い、と

いう3つの仮説を中心に検討する。

　在宅要介護高齢者の家族介護者支援への効果を

社会生活上の負担
当てはまる

世話のために、仕事に出られない。よい仕事につ
けない。家業が思うようにやれない 46.6

お世話のために、（あなたが）育児や家族の世話
に思うように手がまわらない 51.6

昼間（あなたが）思うように外出できない 66.7
お世話のために、昼間、（あなたが）趣味や学習活
動などをする「自由な時間」を思うようにとれない 64.5

お世話のことで、家族・親戚と意見があわない 39.0
お世話のために、経済的負担が大きい 59.5
6項目の平均 54.6
注：「非常に当てはまる」と「かなり当てはまる」を合計

表9

精神・心理的負担
当てはまる

一日のお世話が終わると疲れ果てたと感じる 59.1
お世話で○○さんと一緒に過ごすのは気を
使うし骨がおれると感じる 27.1

朝起きて、また今日も一日お世話かと思う
と疲れを感じる 54.3

お世話で燃え尽きてしまったと感じる 44.4
お世話をしていてイライラを感じる 45.6
自分でお世話できる限界まできたと感じる 34.1
お世話に精をだしすぎていると感じる 67.0
7項目の平均 47.4

注：「非常に当てはまる」と「かなり当てはまる」を合計
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検討する方法として、多様な方法が考えられるが、

介護負担が高いと在宅で介護を継続することが困

難であるということから介護負担という概念を用

いた。介護負担は、多元的にとらえることが提唱

されており、その中の代表的なものとして、「精

神・心理的（psychological, emotional）負担」の7

項目と「社会生活上（social）の負担」の6項目（中

谷、2002）を用いて検討する。「精神・心理的負担」

と「社会生活上の負担」はそれぞれ合計得点とし、

合計得点が高いほどそれぞれ負担が高いことを意

味する。

　1）～6）の課題を検討するために、要介護高齢

者本人の年収（合計得点）、家族介護者世帯の年

収（合計得点）、介護費用の負担（要介護高齢者

やその配偶者=0、子ども=1とするダミー変数）、

要介護状態区分支給限度額（5選択肢）、介護サー

ビスの利用種類の合計、家族介護者と介護専門家

がそれぞれ主に行っている介護の合計を用いる。

　分析モデルとして、重回帰分析を用いて検討す

る。

　次の表9では、「精神・心理的負担」と「社会生

活上の負担」の単純集計の4選択肢の回答の中、「非

常に当てはまる」と「かなり当てはまる」に回答

した者の合計の割合を示した。「精神・心理的負

担」の7項目の平均値は47%である。7項目の中で、

「お世話で情を出しすぎていると感じる」が67%

で最も高く、次に、「一日のお世話が終わると疲

れ果てたと感じる」が59%になっている。「社会

生活上の負担」の6項目の平均値は55%であり、「精

神・心理的負担」よりも高い。6項目の中で、「昼

間思うように外出できない」と「お世話のために、

昼間趣味や学習活動ができない」がそれぞれ67%

と65%で最も高いことが明らかにされた。

　2．介護費用、介護労働と家族介護者の介護負

担との関連

　家族介護者支援への効果を測定するために、介

護費用と介護役割に関する諸変数と介護負担の

「精神・心理的負担」、「社会生活上の負担」を用

いて重回帰分析を行った結果、次のことが明らか

になった（表10参照）。

　家族介護者の「精神・心理的負担」には、自己

負担額の負担、家族介護者が主に担っている介護

種類と家族介護者世帯の年収が有意であったが、

符号がそれぞれ異なっていた。すなわち、サービ

スを利用する際の自己負担額の負担が軽いと認知

表10　家族介護者の介護負担と諸変数との重回帰分析

精神的・心理的負担
B

社会生活上の負担
B

要介護高齢者の性 -.481 .225
要介護度（1） .556 .472
家族介護者の性 .230 2.157 **
介護費用負担者、1=子ども（2） .250 .539
サービス利用の自己負担額の負担（3） -.922 ** -1.486 **
利用限度額に対するサービス利用（4） .326 -.235
家族介護者が主に担う介護種類の合計 .102 ** .064
介護サービスの利用種類の合計 .199 -.028
要介護高齢者夫婦の年収 .016 -.056
家族介護者世帯の年収 -.192 ** -.179 **

R .294 ** .397 **
R2 乗 .087 ** .157 **

注：*p<.05, **p<.01
（1）要介護度が重いほど値が低い、（2）介護費用の負担者は1=子ども、0=要介護高齢者夫婦
（3）自己負担額が低いほど値が高い、（4）利用限度額までサービスを利用しないほど値が高い
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している群と家族介護者世帯の年収が高い群は、

「精神・心理的負担」が低い傾向がある。しかし、

家族介護者が主に担っている介護の種類が多い

群は、「精神・心理的負担」が高いという結果と

なった。

　家族介護者の「社会生活上の負担」には、自己

負担額の負担と家族介護者世帯の年収が有意であ

ったが、符号がそれぞれ負であった。すなわち、

介護サービスの利用に伴う自己負担額の負担が軽

い群と家族介護者世帯の年収が高い群は、「社会

生活上の負担」が低いことが明らかにされた。

　介護保険法が施行され、介護サービスの費用負

担と介護労働の社会化が進んでいるが、本研究で

は、介護費用の負担と介護労働が家族介護者の介

護負担と強く関連しているという結果となった。

国民年金が充実し、要介護高齢者が介護費用を賄

うことができると、介護労働が自然と社会化され、

家族介護者の介護負担が低くなることが考えられ

る。しかし、家族介護者の介護負担とは、主観的

要素もあることを考慮する必要がある。

Ⅳ　まとめ

　韓国の高齢者福祉支出は、OECD諸国の平均値

よりも低く、高齢者の貧困率は高い。また、女性

の雇用率はこの10年間ほとんど変化がなく、育児

負担が女性の労働参加を阻害する要因となってい

る。介護費用と介護労働の社会化が思った以上進

んでいないことから、介護費用と介護労働の負担

は、家族が中心に担うという家族主義レジームに

近いという観点から分析を進めた。

　介護保険法施行の導入をめぐる政策決定過程に

おける議論では、福祉インフラ整備をめぐる賛否

両論が中心になった。しかし、与・野党の政治家

など政策決定者と大韓老人会は、ともに介護保険

法を早急に実施することに賛成し、子どもの親孝

行を代行するというスローガンのもとで介護保険

法が施行された。

　介護給付の対象について、介護が必要な国民を

対象にするか、高齢者のみを対象にするかという

ことが焦点になったが、福祉インフラ整備や保険

財政の確保などが不十分であることにより、サー

ビス給付は中度と重度の介護ニードのある高齢者

に限定された。被保険者が全国民であることを考

慮すると、今後は介護保険における障害者の位置

をどうするかが議論の焦点になるだろう。

　介護給付の種類に関しては、中産階級を対象と

した介護サービスが皆無である措置制度から契約

制度に移行したこともあり、身近にケアマネジメ

ントができる人材が少なく、単品の介護サービス

利用に偏っているのが現状である。高齢者の生活

機能の維持と家族介護者の支援の視点から、ケア

マネジメントの仕組みを取り入れることにより、

介護サービスの選択肢が増え、多様化が促進され

るものと考えられる。

　市場原理が導入され、民間部門により福祉イン

フラ整備が進められ、施設サービスと在宅サービ

スの給付は、全体としては要介護高齢者のニード

に対して十分である。しかし、入所施設と在宅サ

ービス事業所が乱立しており、要介護高齢者のニ

ードに見合った介護サービスが確保されていない

こともあり、ソウル市では介護サービスの質が高

い公的入所施設への待機者問題が浮上している。

施設入所の「待機者問題」は、民間部分の介護サ

ービスの質の確保などの真の建設的解決を図るこ

とが必要である。

　介護サービスの費用負担については、国民年金

が充実していない状況の中で、高齢者の多くがサ

ービス利用の費用負担が困難であることである。

老親の経済的扶養は子どもの義務となっており、

生活保護基準が絶えず問題となっているが、2014

年10月から子どもの収入により老親世帯の扶養義

務の基準が緩和される予定である。低所得の子ど

もがいる低所得の高齢者世帯は、生活保護法の定
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める条件のもとで、権利として生活保護を受ける

ことが可能である。それにより、介護サービス利

用が無料、または軽減され、介護労働が家族から

社会化されるだろう。いずれにせよ、現在の70歳

以上の高齢者の年金受給率や受給額が低いことを

考慮すると、独居高齢者や家族介護者による介護

費用の負担は、国民年金が充実するまで続くであ

ろう。

　本研究の分析の対象となった家族介護者の精神

的・心理的負担と社会生活上の負担には、家族主

義レジームと密接な関連がある家族介護者の世帯

年収と、家族介護者の介護労働の役割分担が強く

関連しており、本仮説と概ね整合的であった。一

方、サービス利用の費用負担を子どもがする家族

介護者は介護負担が低く、本仮説と異なる結果と

なった。韓国では、老親の経済的扶養と介護の役

割が子どもの義務として規定されており、儒教的

背景などが家族介護者の介護負担に関連している

と考えられる。家族による介護労働は、介護負担

に直接影響を与えていたが、介護サービスの利用

が介護負担に直接影響を与えることはなかった。

介護労働の役割に関して、家族に任せるか、また

は介護労働の費用を社会化し、家族の選択に任せ

るかに関してはアジェンダである。いずれにせよ、

介護ヘルパー資格保有者の家族介護者に対して介

護労働の無償労働を有償労働として認めている状

況を考慮すると、介護している時期に就労できな

い介護ヘルパー資格保有者の家族介護者に対して

年金保険料拠出上の検討も含めた社会保障をどの

ようにするかが今後の検討課題である。

　今後は、高齢者介護の社会化と家族介護者の支

援策として介護保険法が、どの程度効果があるか

について、科学的な手法に基づき、韓国のみなら

ず日本と比較分析・検証し、総合的な観点から示

す必要がある。韓国は、介護保険法で規定されて

いる介護サービスの種類が日本と比べて相当に少

なく、日本と異なり国民年金が充実していないこ

とも相まって、家族と国の役割分担を個別ケース

として捉えるのが十分か、集団としてニードに対

応することが十分か、という議論が必要である。

いずれにせよ、今後国民年金が充実し、低所得の

要介護高齢者が介護サービスを無料で利用するこ

とが権利として認められると、介護政策が目指す

べき福祉レジームとは何かに関する検討が必要と

なるだろう。

注
1） 脱商品化とは、個人・家族が市場参加の有無にか

かわらず社会的に認められた一定水準の生活を維
持することがどれだけできるかというその程度を
表している。社会階層化とは、福祉国家は、階級
と社会的秩序を構造化する最も重要な制度である
という考え方に基づく。福祉国家における種々の
社会プログラムが社会の階層構造をどのように制
度化するかということを表し、それは3つの原理
（保守主義、自由主義、社会民主主義）に基づく
Esping-Andersen（1999=2000）。

2） 介護保険法施行の導入をめぐる政策決定過程の論
議は、厚生労働省科学研究費「東アジア地域にお
ける新たな介護制度の創設過程とわが国の影響の
評価等に関する研究」（平成24~26年度）（主任研究
者　小島克久）の成果の一部分である。

3） 家族介護者への支援策とその効果で用いるデータ
は、文部科学研究費『在宅要介護高齢者の地域ネ
ットワーク・サポートの日韓国際比較研究』（平成
21~23年度）の成果の一部分である。
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